
経済産業省 資源エネルギー庁 補助事業の御紹介 

～ 生産コスト削減に新たな視点を提供する工場の省エネルギー診断サービス ～ 

あなたの工場に、エネルギーの専門家を無料で派遣します。 

   

財団法人省エネルギーセンター東北支部                     

 

 （財）省エネルギーセンターは国の施策に呼応する中立機関として、２８年にわたる工場・ビ

ル等の省エネルギー診断を行なってまいりました。 

その蓄積したノウハウをもとに、優れた技術と豊富な経験を持つ専門家を全国へ派遣し、公正

と機密保持を旨とした迅速で的確なエネルギー効率改善診断サービスを提供して、皆様のご要望

にお応えします。 

 『地球環境への負荷軽減』が企業の課題となっているところに、今日の転換期のひとつの重大

な意味があります。省エネルギーへの積極的な取り組みは、コスト面・経営面はもとより、地球

時代にふさわしいクリーンな企業イメージの形成という視点からもメリットをもたらします。 

 この「省エネルギー診断」は、省エネルギーセンターが国からの助成金により実施するもので、

診断を希望する方の費用の負担が一切ございません。 

 

 
【問い合わせ先】 

 財団法人 省エネルギーセンター東北支部 （担当： 向（ﾑｶｲ）、山内） 

◆ 住 所  ・・・〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 3-7-1 電力ビル本館８F 

◆ 電 話  ・・・022-221-1751  

◆ ＦＡＸ   ・・・022-221-1752 

◆ Ｅ-ｍａｉｌ ・・・mukai@eccj.or.jp 若しくは k.yamauchi@eccj.or.jp 

 

※ 診断ご希望の方は、まずはＦＡＸ（022-221-1752）若しくはメール(mukai@eccj.or.jp 

又は k.yamauchi@eccj.or.jp)にてお問い合わせ願います。その際、電力量／年 燃料量／年 

をお知らせ下さい。 

【省 エ ネ 診 断 の 手 順】 

 

１．診断申込書提出       診断希望事業所→省エネルギーセンター 

２．事前調査書送付            省エネルギーセンター→診断事業所 

３．事前調査書記入提出          診断事業所→省エネルギーセンター 

４．診断日時調整決定            診断事業所、熱診断員、電気診断員 ３者で調整 

５．診断通知書送付              省エネルギーセンター→診断事業所 

６．診断実施（事業所で１～２名立会い）    午前の部・・・ｴﾈﾙｷﾞｰ管理、使用状況ﾋｱﾘﾝｸﾞ  

午後の部・・・工場等現場での実態調査、 

診断結果の概要説明 

７．報告書提出  ３０日以内        省エネルギーセンター→診断事業所 

８．診断結果説明会（希望事業所のみ）    ⇒全て終了 


